
 

 

 

 

新潟地本は、地本申１３号として「『防犯カメラ設置について』の申し入れ」を新潟支社に提

出しました。 
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新潟支社内の各職場において、新潟支社総務部長名による「防犯カメラ設置について」と題

した掲示が平成３０年３月２日付で掲出されました。 

これによると「職場内の職場規律の厳正の観点から見過ごすことができない問題事象が発

生」したことから「社員が安心して業務に専念できる環境保全を目的」として防犯カメラを必

要な箇所に設置するとされています。 

しかし「見過ごすことができない問題事象」の具体的な内容や、防犯カメラの運用などの詳

細についての説明は一切なく、設置の目的や設置個所など社員からの疑問に対して現場管理者

も説明出来ない事象が起きています。 

このため、組合員・社員からは、防犯カメラが監視カメラとして運用されるのではないかと

の危惧や疑念の声も聞かれるのが現状です。 

防犯カメラを設置するに至った経緯、考え等を明らかにし、社員が安心して業務に専念できる

環境整備に関して認識を労使共通のもとのするため下枠の通り申し入れました。 

 

１．防犯カメラを設置するに至った経緯を明らかにすること。 

２．職場内で発生した「職場規律の厳正の観点から見過ごすことができない問題事象」と

は何かを具体的に明らかにすること。 

３．防犯カメラの性能・機能について明らかにすること。 

４．防犯カメラの管理方法を明らかにすると共に、記録映像の取り扱いについて明らかに

すること。 

５．防犯カメラの解析はどのような場面で行うのか明らかにすること。 

６．新潟支社の社員が業務上使用する他支社の施設・設備も含め、設置予定箇所すべてを

明らかにすること。 
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